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合意単価表 
「総価契約単価合意方式実施要領の解説」を参考に設計変更時の算出ができ

るよう対応しています。 

 

単価個別合意方式、単価包括合意方式及び包括的単価個別合意方式の 3種類

の合意方式があります。 

 

■単価個別合意方式（P.1～P.12） 

工事数量総括表を基本とし、直接工事費、共通仮設費（積み上げ分）、共

通仮設費（率分）、現場管理費及び一般管理費等の単価等について個別に

合意比率を設定します。 

（平成 28 年 4 月 1 日以降の入札手続きで適用される方式と、それより前

の方式では変更契約の予定価格の計算が一部異なっています。） 

 

■包括的単価個別合意方式（P.13～P.23） 

工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格（変更契約の

場合は官積算額）に対する請負代金額の比率に基づき、直接工事費、共通

仮設費（積み上げ分）、共通仮設費（率分）、現場管理費及び一般管理費等

の単価等について個別に合意比率を設定します。 

（平成 28 年 4 月 1日以降の入札手続きで適用される方式です。） 

 

■単価包括合意方式（P.24～P.31） 

工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格（変更契約の

場合は官積算額）に対する請負代金額の比率に基づき合意比率を設定しま

す。 

（平成 27 年 3 月 31 日以前の入札手続きで用いられた方式です。） 

 

どの方式を採用するか判断がつかない場合は発注者にご確認ください。 

 

■単価個別合意方式 

 

１．当初契約の合意シートを作成する  

 

①本工事費内訳書にて、経費計算まで 

行った状態で、ツールバーの［合意単価］ 

をクリックします。 

 

 

 

②確認メッセージが表示されますので 

 ［単価個別合意方式］をクリックします。 

 

 

  

メニューバーの［単価合意表］から

作成することもできます。 
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③「当初契約シートの作成」画面が表示されます。 

名称を入力し、合意方式を選択して、 

［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「合意単価表」画面が表示されます。 

 

「工事区分／工種／種別／細別」 

「規格」「単位」「数量」「積算単価」 

「積算金額」の欄は本工事費内訳書 

から取り込みます。 

 

「合意レベル」の欄は、レベル 2と 

レベル 4の階層に自動で○が 

表示されます。 

 

レベルは、「工事区分／工種／種別／ 

細別」の階層レベルを指します。 

レベル 2･･･工種レベル 

レベル 4･･･細別レベル 

 

 

 

 

  

選択する合意方式によって設計変更での追加項目に設定する合意率が異なります。 

・平成 28 年度以降(単価個別合意方式) 

「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 28 年 4 月 1 日以降の入札手続きより

適用）に基づいた比率を設定。 

・平成 27 年度以前(単価個別合意方式) 

「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 23 年 9 月 14 日改正）に基づいた比率

を設定。 

 

表示しているシートの合意方式は「合意単価表」画面の一番下で確認できます。 

 

平成 28 年度以降(単価個別合意方式)の場合の表示内容 

●金額表示が「#######」になっている場合 

 

金額が表示されるよう幅を広げてください。 
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⑤発注者との単価協議を受けて合意単価を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に「官積算単価」欄を入力します。 

 

ツールバーの    をクリックします。 

 

複写元「積算単価・積算金額」 

複写先「官積算単価・官積算金額」 

にチェックが付いた状態で［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「合意単価」「合意金額」欄を入力します。 

 

「列複写」画面では、複写元及び複写先を選択し、［ＯＫ］をクリックすると、 

複写元の各欄の金額が、複写先の各欄の金額に複写されます。

「官積算単価」「官積算金額」欄は直接入力することもできます。 

図①「合意レベル」欄が「○」の行の合意比率を算出します。合意比率は、設計変更の 

二次官積の計算時に使用します。 

 

図②「官積算単価」欄と「合意単価」欄の背景が白色の黒枠の部分をダブルクリックで、 

それぞれ官の積算単価と合意単価を入力します。 

「合意単価」「合意金額」欄は直接入力してください。 

図① 
図② 

図③ 
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※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

図③単価入力時の計算方法について 

 

 2 通りの方法があります。 

 

 

 

1）「「合意単価／官積算単価」から合意比率を算出する」場合 

 「官積算単価」と「合意単価」を入力すると、合意比率が算出されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  2,850  /  2,929   = 0.9730･･･ で、合意比率に「97.30%」が設定されます。

（合意単価） （官積算単価） 

 

2）「「官積算単価*合意比率」から合意単価を算出する」場合 

 

 

 

 

 「官積算単価」を入力して、 

「合意比率」欄が選択された状態で［Enter］キー 

を押す、またはダブルクリックすると 

 「合意比率の変更」画面が表示されます。 

比率を分数形式で入力すると、現在の比率が表示 

されます。 

［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

「合意比率」が入力されている状態で「官積算単価」を変更すると、「合意単価」が 

計算されて設定されます。 

 

 

・ツールバーの      が使用できるように 

なります。 

 クリックすると、「合意比率の一括変更」画面が 

表示されますので、分数形式で入力すると、 

 一括で合意比率が反映されます。 

合意単価が手入力されており合意比率が固定され 

ている欄（黄色の背景色）には反映されません。 
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⑥「合意単価表」画面のツールバーで、 

［閉じる］をクリックし、 

「本工事費内訳書」画面に戻ります。 

 

 

２．第１回設計変更（一次官積の積算・経費計算）を行う 

 

本工事費内訳書にて、設計変更を行い、 

直接工事費を編集します。 

 

ここでは、 

「切削オーバーレイ」の数量を変更し、 

「殻運搬(舗装版破砕)」を追加します。 

 

 直接工事費の編集が終わりましたら、 

 経費計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第１回設計変更の合意シート（二次官積）を作成する 

 

①本工事費内訳書にて、経費計算まで 

行った状態で、ツールバーの［合意単価］を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

②「変更契約シートの作成」画面が表示されます。 

名称を入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

設計変更については、ツールバーの   をクリックし、ヘルプの「目次」タブ－ 

「オンラインリファレンス」－「Q&A 集」－「積算に関する Q&A」－「設計変更データを作

成したい」をご参照ください。 

 

必ず経費計算を行ってから、［合意単

価］をクリックして合意単価表に進ん

でください。 

“第１回変更二次官積”など、分かりやすい

名称にしていただくことをおすすめします。 

シート作成後もシート名の変更は可能です。 
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③「合意単価表」画面が表示されます。 

「変更契約シートの作成」画面で入力した名称の［（個別）変更契約］タブが追加されます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初契約から存在する行は、合意レベル（図①）が"合意済"となり、官積算単価（図③）、

合意単価（図④）、合意比率（図⑤）は「当初契約」時の数値が保持されます。 

＜次ページ例 1）参照＞ 

 

 

 

 

 

 

設計変更により、追加された行の合意比率は、自動で設定されます。 

＜次ページ例 2）参照＞ 

レベル 3 以下の場合は、上位のレベル 2 の合意比率となります。 

レベル 2 の場合は、合意比率は 100%となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度以降（単価個別合意方式）では、共通仮設費（積み上げ分）、業務委託料の業務

種別の場合の合意比率は 100%となります。

元にした計算シートから存在する行の積算単価（図②）の数値が、設計変更で変わっている

場合は、"合意済"とはならずに"○"と表示されます。（協議などにより比率が変わる場合は

手動で変更することができます。） 

図③ 図④ 図⑤ 

図②
図① 
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例 1）数量を変更した「切削オーバーレイ」の場合 

 

（当初契約） 

 

 

 

 

（変更契約） 

 

 

 

・数量を変更した行は、「合意レベル」が"合意済"となり、「官積算単価」「合意単価」 

「合意比率」の値は当初契約の値と同じです。 

 

 

 

例 2）レベル 4 に追加された「殻運搬(舗装版破砕)」の場合 

（当初契約） 

 

 

 

 

 

 

（変更契約） 

 

 

 

 

 

 

・追加された行は、レベル 4 なので、 

上位のレベル 2 に該当する「舗装工」の 

合意比率（92.20％）が設定されます。 
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④設計変更により追加された行と単価が変わった行の官積算単価を入力します。 

官積算単価×合意比率から合意単価が自動計算されます。 

 

最初に「官積算単価」欄を入力します。 

 

ツールバーの   をクリックします。 

複写元「積算単価・積算金額」 

複写先「官積算単価・官積算金額」 

にチェックが付いた状態で［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前ページ例 2）の設計変更により追加されたレベル 4 の「殻運搬(舗装版破砕)」の場合 

 

 

 

・官積算単価に「2450」と入力すると、 

合意単価（図②）は「2450（官積算単価 図①）×0.9220（合意比率 図③）=2258.9」と 

計算され、「2258」が自動で設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計変更により追加された行や単価が変わった行が変更契約の画面に反映されていない 

場合は、ツールバーの    をクリックしてください。 

図① 図② 図③

「官積算単価」「官積算金額」欄は直接入力することもできます。 
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間接工事費率分は「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に記載されている計算式に 

基づいて計算を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

 

 

４．第１回設計変更の合意シート（合意結果）を作成する    

 

①ツールバーの［合意金額反映］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般管理費等は変更額を算出後、工事価格一万円丸め一般管理費調整を行うため 

本工事費内訳書上に表示される金額と、「■間接工事費（率分）の変更額の計算根拠」欄に

表示される金額は一致しないこともあります。 

工事価格の丸め方法は経費条件によります。 
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②「確認」画面が表示されます。 

 

変更予定価格の計算内容を残しておきたい場合は、 

［はい］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

［はい］を選択すると「合意結果入力シートの作成」 

画面が表示されます。 

作成先のシート名を入力して［ＯＫ］を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「請負金額入力」画面が表示されます。 

変更契約の請負代金の総額を入力して、 

［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［いいえ］を選択すると変更予定価格の計算内容が残りませんのでご注意ください。 

既に合意結果を入力するシートに切り替わっている状態で、［合意金額反映］をクリックし

た場合は、確認画面は表示されずに「請負金額入力」画面が表示されます。 

“第１回変更合意結果”など、分かりやすい名称に

していただくことをおすすめします。 

シート作成後もシート名の変更は可能です。
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④入力した請負金額が現在の請負金額として画面右上に表示されます。 

合意シート上の工事価格と入力した請負金額に差がある場合は、その差額が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⑤発注者と合意した単価および金額を「合意単価」「合意金額」欄に入力します。 

合意シート上の工事価格と入力した請負金額が同じ金額になると、差額は表示されなく 

なります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間接工事費率分の変更予定価格の計算根拠は表示されなくなります。 
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５．Excel 出力する          

 

※必要に応じて、Excel 出力を行います。 

 

①ツールバーの［Excel 出力］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「Excel 出力」画面が表示されます。 

出力する金額の選択を行い、［Excel 出力］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel 書式は 2 種類あります。 

【総価契約単価合意方式】合意単価表 

  ・・・出力する金額の選択で、「積算単価・積算金額」「官積算単価・官積算金額」 

     「合意単価・合意金額」いずれかを選択した場合に選択できる Excel 書式です。 

 

【総価契約単価合意方式】合意単価（全項目） 

  ・・・出力する金額の選択で、「すべて」を選択した場合に選択できる Excel 書式です。 

     画面表示通りに全項目出力されます。 

 

次回以降の設計変更においては、P5.「２.第１回設計変更（一次官積の積算・経費計算）を行う」 

以降の繰り返しになります。 
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■包括的単価個別合意方式 

 

１．当初契約の合意シートを作成する  

 

①本工事費内訳書にて、経費計算まで 

行った状態で、ツールバーの［合意単価］を 

クリックします。 

 

 

 

 

②確認メッセージが表示されますので 

［単価包括合意方式］をクリックします。 

 

 

 

 

 

③「当初契約シートの作成」画面が表示されます。 

名称を入力し、"平成 28 年度以降（包括的 

単価個別合意方式）"を選択して、［ＯＫ］を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択する合意方式によって設計変更での追加項目に設定する比率などが異なります。 

・平成 28 年度以降(包括的単価個別合意方式) 

「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 28 年 4 月 1 日以降の入札手続きより

適用）に基づいた計算を行います。 

・平成 27 年度以前(単価包括合意方式) 

「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 23 年 9 月 14 日改正）に基づいた計算

を行います。 

 

表示しているシートの合意方式は「合意単価表」画面の一番下で確認できます。 

 

平成 28 年度以降(包括的単価個別合意方式)の場合の表示内容 
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④請負比率の登録画面が表示されます。 

分子に請負代金額、分母に予定金額（官積算額）を 

入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

請負代金額÷予定金額（官積算額）の計算により 

請負比率が算出されます。 

 

 

 

 

⑤「合意単価表」画面が表示されます。 

 

「工事区分／工種／種別／細別」 

「規格」「単位」「数量」「積算単価」 

「積算金額」の欄は本工事費内訳書 

から取り込みます。 

 

「合意レベル」の欄は、レベル 2と 

レベル 4の階層に自動で○が 

表示されます。 

 

レベルは、「工事区分／工種／種別／ 

細別」の階層レベルを指します。 

レベル 2･･･工種レベル 

レベル 4･･･細別レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図① 
図②

レベル 4の行に請負比率が 

反映されて表示されます。 



15 

 

 

 

 

 

 

 

「官積算単価」欄を入力します。 

 

ツールバーの   をクリックします。 

複写元「積算単価・積算金額」 

複写先「官積算単価・官積算金額」 

にチェックが付いた状態で［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

 

 

⑥「合意単価表」画面のツールバーで、 

［閉じる］をクリックし、「本工事費内訳書」 

画面に戻ります。 

 

「列複写」画面では、複写元および複写先を選択し、［ＯＫ］をクリックすると、 

複写元の各欄の金額が、複写先の各欄の金額に複写されます。 

「官積算単価」「官積算金額」欄は直接入力することもできます。 

「合意単価」「合意金額」欄の値は、「官積算単価」「官積算金額」から計算されて設定され

ます。設計変更１回目の二次官積の計算でも使用する値のため、手で値を変更しますと、 

設計変更１回目の二次官積の金額にも影響しますのでご注意ください。 

図①「合意レベル」欄が「○」の行の請負比率を使用して合意単価を算出します。 

 

図②「官積算単価」欄に官積算単価を入力します。官積算単価×請負比率から自動的に 

合意単価が計算されます。 
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２．第１回設計変更（一次官積の積算・経費計算）を行う 

 

本工事費内訳書にて、設計変更を行い、 

直接工事費を編集します。 

 

ここでは、 

「切削オーバーレイ」の数量を変更し、 

「殻運搬(路面切断)」の単価を変更し、 

「殻運搬(舗装版破砕)」を追加します。 

 

 直接工事費の編集が終わりましたら、 

 経費計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第１回設計変更の合意シート（二次官積）を作成する 

 

①本工事費内訳書にて、経費計算まで 

行った状態で、ツールバーの［合意単価］を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

②「変更契約シートの作成」画面が表示されます。 

名称を入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

設計変更については、ツールバーの   をクリックし、ヘルプの「目次」タブ－ 

「オンラインリファレンス」－「Q&A 集」－「積算に関する Q&A」－「設計変更データを 

作成したい」をご参照ください。 

必ず経費計算を行ってから、 

［合意単価］をクリックして 

合意単価表に進んでください。

“第１回変更二次官積”など、分かりやすい

名称にしていただくことをおすすめします。 

シート作成後もシート名の変更は可能です。 
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③「合意単価表」画面が表示されます。 

「変更契約シートの作成」画面で入力した名称（ここでは［（包括）変更契約］）のタブが 

追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初契約から存在する行は、合意レベル（図①）が"合意済"となり、官積算単価（図③） 

合意単価（図④）、請負比率（図⑤）は「当初契約」時の数値が保持されます。 

＜次ページ例 1）参照＞ 

 

 

 

 

 

 

設計変更により、追加された行の請負比率は、自動で設定されます。 

＜次ページ例 2）参照＞ 

レベル 3 以下の場合は、上位のレベル 2 の請負比率となります。 

レベル 2 の場合は、請負比率は 100%となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通仮設費（積み上げ分）、業務委託料の業務種別の場合は、請負比率は 100%となります。

元にした計算シートから存在する行の積算単価（図②）の数値が、設計変更で変わっている

場合は、"合意済"とはならずに"○"と表示されます。（協議などにより比率が変わる場合は

手動で変更することができます。） 

図① 

図④ 図⑤ 図③図②
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例 1）数量を変更した「切削オーバーレイ」の場合 

（当初契約） 

 

 

 

（変更契約） 

 

 

 

・数量のみの変更ですので、「官積算単価」「合意単価」「請負比率」の値は、当初契約の 

値と同じです。 

「合意レベル」欄は"合意済"となり、「合意単価」「請負比率」の値が固定されます。 

 

 

例 2）単価を変更した「殻運搬(路面切削)」の場合 

（当初契約） 

 

 

 

（変更契約） 

 

 

 

・単価を変更した行は、「官積算単価」「合意単価」「請負比率」の値は当初契約の値と同 

じですが「合意レベル」欄は"合意済"とはならず、「合意単価」「請負比率」の値は 

固定されません。 

 

 

 

 

例 3）レベル 4 に追加された「殻運搬(舗装版破砕)」の場合 

（当初契約） 

 

 

 

 

 

 

 

（変更契約） 

 

 

 

 

 

 

 

 ・追加された行は、レベル 4 なので、上位のレベル 2 に該当する「舗装工」の請負比率 

（94.00％）が設定されます。 

 

単価を変更した行は、変更前の計算シートで「合意単価」「合意金額」「請負比率」を 

値固定にしていた場合でも、値固定は解除されます。 
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④設計変更により追加された行と単価が変わった行の官積算単価を入力します。 

官積算単価×請負比率から合意単価が自動計算されます。 

 

 「官積算単価」欄を入力します。 

 

ツールバーの   をクリックします。 

複写元「積算単価・積算金額」 

複写先「官積算単価・官積算金額」 

にチェックが付いた状態で［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前ページ例 3）レベル 4に追加された「殻運搬（舗装版破砕）」の場合 

 

 

 

 

・列複写によって「官積算単価」（図①）に「積算単価」の"2580"が複写されると、 

合意単価（図②）は「2580（官積算単価 図①）*0.9400（請負比率 図③）=2425.2」と 

計算され、「2425」が自動で設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計変更により追加された行や単価が変わった行が変更契約の画面に反映されていない 

場合は、ツールバーの    をクリックしてください。 

図① 図② 図③

「官積算単価」「官積算金額」欄は直接入力することもできます。 

「合意単価」「合意金額」欄の値は、「官積算単価」「官積算金額」から計算されて設定され

ます。設計変更２回目の二次官積の計算でも使用する値のため、手で値を変更しますと、 

設計変更２回目の二次官積の金額にも影響しますのでご注意ください。 
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間接工事費率分は「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 28 年 4 月 1日以降の 

入札手続きより適用）に記載されている計算式に基づいて計算を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

 

 

４．第１回設計変更の合意シート（合意結果）を作成する    

 

①ツールバーの［合意金額反映］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般管理費等は変更額を算出後、工事価格一万円丸め一般管理費調整を行うため 

本工事費内訳書上に表示される金額と、「■間接工事費（率分）の変更額の計算根拠」欄に

表示される金額は一致しないこともあります。 

工事価格の丸め方法は経費条件によります。 
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②「確認」画面が表示されます。 

 

変更予定価格の計算内容を残しておきたい場合は、 

［はい］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

［はい］を選択すると「合意結果入力シートの作成」 

画面が表示されます。 

作成先のシート名を入力して［ＯＫ］を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「請負金額入力」画面が表示されます。 

変更契約の請負代金の総額を入力して 

［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 合意シート上の工事価格の合意金額と 

入力した請負金額に差が生じる場合、 

差額を特定の費目に割り振ることができます。 

 

差額が生じる場合、「調整項目の選択」画面が開きます。 

調整を行いたい間接費費目を選択して、 

［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

［いいえ］を選択すると変更予定価格の計算内容が残りませんのでご注意ください。 

既に合意結果を入力するシートに切り替わっている状態で、［合意金額反映］をクリック 

した場合は、確認画面は表示されずに「請負金額入力」画面が表示されます。 

“第１回変更合意結果”など、分かりやすい

名称にしていただくことをおすすめします。

シート作成後もシート名の変更は可能です。
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④第１回設計変更の合意シート（合意結果）に切り替わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図①入力した請負金額が、「現在の請負金額」欄に表示されます。 

図②「調整項目の選択」画面で選択した項目の「合意金額」に差額が調整され、値が固定 

されます。 

図③「調整項目の選択」画面で選択した項目の「メモ」欄に調整金の金額が表示されます。 

図④今回、合意する行に、請負比率が設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

請負比率は「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に記載されている計算式に基づいて 

計算を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算された数値を手で編集したり、「再拾出」「請負比率変更」「合意金額反映」「列複写」に

よって再計算が行われると、調整金は無くなります。 

図② 図③ 

請負金額を入力後の計算シートでは、間接工事費率分の変更予定価格の計算根拠は 

表示されなくなります。 

図④ 

図① 
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「調整項目の選択」画面で「キャンセル」で進められた場合、「現在の請負金額」欄と、 

工事価格行のメモ欄に差額が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合意シート上の工事価格と入力した請負金額が同じ金額になるよう、共通仮設費（率計上）、 

現場管理費、一般管理費等のいずれかの金額を打ち換えます。 

同じ金額になると、差額は表示されなくなります。 

 

 

 ※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

 

 

 

次回以降の設計変更においては、P.16「２．第１回設計変更（一次官積の積算・経費計算）を

行う」以降の繰り返しになります。 
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■単価包括合意方式 

 

１．当初契約の合意シートを作成する  

 

①本工事費内訳書にて、経費計算まで 

行った状態で、ツールバーの［合意単価］ 

をクリックします。 

 

 

 

 

②確認メッセージが表示されますので 

［単価包括合意方式］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

③「当初契約シートの作成」画面が表示されます。 

名称を入力し、"平成 27 年度以前（単価包括 

合意方式）"を選択して、［ＯＫ］をクリック 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択する合意方式によって設計変更での追加項目に設定する比率などが異なります。 

・平成 28 年度以降(包括的単価個別合意方式) 

「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 28 年 4 月 1 日以降の入札手続きより

適用）に基づいた計算を行います。 

・平成 27 年度以前(単価包括合意方式) 

「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 23 年 9 月 14 日改正）に基づいた計算

を行います。 

 

表示しているシートの合意方式は「合意単価表」画面の一番下で確認できます。 

 

平成 27 年度以前(単価包括合意方式)の場合の表示内容 
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④請負比率の登録画面が表示されます。 

分子に請負代金額、分母に予定金額（官積算額）を 

入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

請負代金額÷予定金額（官積算額）の計算により 

請負比率が算出されます。 

 

 

 

 

⑤「合意単価表」画面が表示されます。 

 

「工事区分／工種／種別／細別」 

「規格」「単位」「数量」「積算単価」 

「積算金額」の欄は本工事費内訳書 

から取り込みます。 

 

「合意レベル」の欄は、レベル 4の 

階層に自動で○が表示されます。 

 

レベルは、「工事区分／工種／種別／ 

細別」の階層レベルを指します。 

レベル 4･･･細別レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図① 
図② 

レベル 4の行に請負比率が 

反映されて表示されます。 
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「官積算単価」欄を入力します。 

 

ツールバーの   をクリックします。 

複写元「積算単価・積算金額」 

複写先「官積算単価・官積算金額」 

にチェックが付いた状態で［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

 

 

 

⑥「合意単価表」画面のツールバーで、 

［閉じる］をクリックし、「本工事費内訳書」 

画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

「列複写」画面では、複写元および複写先を選択し、［ＯＫ］をクリックすると、 

複写元の各欄の金額が、複写先の各欄の金額に複写されます。 

「官積算単価」「官積算金額」欄は直接入力することもできます。 

「合意単価」「合意金額」欄の値は、「官積算単価」「官積算金額」から計算されて設定され

ます。設計変更１回目の二次官積の計算でも使用する値のため、手で値を変更しますと、 

設計変更１回目の二次官積の金額にも影響しますのでご注意ください。 

図①「合意レベル」欄が「○」の行の請負比率を使用して合意単価を算出します。 

 

図②「官積算単価」欄に官積算単価を入力します。官積算単価×請負比率から自動的に 

合意単価が計算されます。 
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２．第１回設計変更（一次官積の積算・経費計算）を行う 

 

本工事費内訳書にて、設計変更を行い、 

直接工事費を編集します。 

 

ここでは、 

「切削オーバーレイ」の数量を変更し、 

「殻運搬(舗装版破砕)」を追加します。 

 

 直接工事費の編集が終わりましたら、 

 経費計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第１回設計変更の合意シート（二次官積）を作成する 

 

①本工事費内訳書にて、経費計算まで 

行った状態で、ツールバーの［合意単価］を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

②「変更契約シートの作成」画面が表示されます。 

名称を入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

  

設計変更については、ツールバーの   をクリックし、ヘルプの「目次」タブ－ 

「オンラインリファレンス」－「Q&A 集」－「積算に関する Q&A」－「設計変更データを 

作成したい」をご参照ください。 

必ず経費計算を行ってから、 

［合意単価］をクリックして 

合意単価表に進んでください。 

“第１回変更二次官積”など、分かりやすい

名称にしていただくことをおすすめします。

シート作成後もシート名の変更は可能です。
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③「合意単価表」画面が表示されます。 

「変更契約シートの作成」画面で入力した名称（ここでは［（包括）変更契約］）のタブが 

追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初契約から存在する行の官積算単価（図①）、合意単価（図②）、請負比率（図③）は 

「当初契約」時の数値が保持されます。＜次ページ例 1）参照＞ 

 

設計変更により、追加された行の請負比率は、自動で設定されます。 

＜次ページ例 2）参照＞ 

レベル 3 以下の場合は、上位のレベル 2 の請負比率となります。 

レベル 2 の場合は、請負比率は 100%となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図① 図② 図③ 
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例 1）数量を変更した「切削オーバーレイ」の場合 

（当初契約） 

 

 

 

（変更契約） 

 

 

 

・数量を変更した行の「官積算単価」「合意単価」「請負比率」の値は当初契約の値と 

同じです。 

 

 

例 2）レベル 4 に追加された「殻運搬(舗装版破砕)」の場合 

（当初契約） 

 

 

 

 

 

 

 

（変更契約） 

 

 

 

 

 

 

 

 ・追加された行は、初期値では「官積算単価」「合意単価」の値は空白で「請負比率」のみ 

設定されています。 

 

 

④設計変更により追加された行と単価が変わった行の官積算単価を入力します。 

官積算単価×請負比率から合意単価が自動計算されます。 

 

 最初に「官積算単価」欄を入力します。 

 

ツールバーの   をクリックします。 

複写元「積算単価・積算金額」 

複写先「官積算単価・官積算金額」 

にチェックが付いた状態で［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 「官積算単価」「官積算金額」欄は直接入力することもできます。 
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間接工事費率分は「総価契約単価合意方式実施要領の解説」（平成 23 年 9 月 14 日改正）に 

記載されている計算式に基づいて計算を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

 

設計変更により追加された行や単価が変わった行が変更契約の画面に反映されていない 

場合は、ツールバーの    をクリックしてください。 

「合意単価」「合意金額」欄の値は、「官積算単価」「官積算金額」から計算されて設定され

ます。設計変更２回目の二次官積の計算でも使用する値のため、手で値を変更しますと、 

設計変更２回目の二次官積の金額にも影響しますのでご注意ください。 

一般管理費等は変更額を算出後、工事価格一万円丸め一般管理費調整を行うため 

本工事費内訳書上に表示される金額と、「■間接工事費（率分）の変更額の計算根拠」欄に

表示される金額は一致しないこともあります。 

工事価格の丸め方法は経費条件によります。 
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４．第１回設計変更の合意シート（合意結果）を作成する    

 

①ツールバーの［新規（包括）］を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

②「当初契約シートの作成」画面が表示されます。 

名称を入力し、"平成 27 年度以前（単価包括 

合意方式）"を選択して、［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

③請負比率の登録画面が表示されます。 

分子に第１回変更の請負代金額、分母に官積算額を 

入力し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

④最初に「官積算単価」欄を入力します。 

 

ツールバーの   をクリックします。 

複写元「積算単価・積算金額」 

複写先「官積算単価・官積算金額」 

にチェックが付いた状態で［ＯＫ］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じ、P.12「５. Excel 出力する」を行ってください。 

 

次回以降の設計変更においては、P27.「２.第１回設計変更（一次官積の積算・経費計算）を行う」

以降の繰り返しになります。 

“第１回変更合意結果”など、分かりやすい

名称にしていただくことをおすすめします。

シート作成後もシート名の変更は可能です。

「合意単価」「合意金額」欄の値は、「官積算単価」「官積算金額」から計算されて設定され

ます。設計変更 2 回目の二次官積の計算でも使用する値のため、手で値を変更した場合、

設計変更 2回目の二次官積の金額にも影響しますのでご注意ください。 


